
回収拠点　　
（１）知立市役所　　回収時間：午前9時～午後5時（土・日曜日、祝日を含む毎日）
           ※平日の場合は、環境課へ　　土・日曜日、祝日の場合は、休日窓口へ
（２）Green  Trust（NPO法人）知立市牛田町前田11番地5
　　      回収時間：午前9時～正午、午後1時～午後5時（祝日を除く月～金曜日）
（３）知立市観光交流センター　知立市中町中128番地
　　　   回収時間：午前9時～午後5時　（木～月曜日）
（４）リユースマーケット
　　　　回収日時：３月14日（土）　午前10時～午前11時30分
　　　　開催場所：中央公民館

期間　３月１日～３月３１日

　フードドライブとは？？

　次の対象品目に該当する食品があれば回収拠点に持ち込んでください！

問合せ　環境課　ごみ減量係　TEL：95-0126　mail：kankyo@city.chiryu.lg.jp

自宅 回収拠点 地域の福祉団体
や施設等

知立市社会福祉協議会・子ども食堂
セカンドハーベスト名古屋（ＮＰＯ法人）

あいちエ
コアク
ション・
ポイント
はこちら
から→

家庭で余っている食品を集め、福祉団体などを通じて必要としているかたに届け
る活動です。余っている食品を寄付することは家庭から排出される食品ロスの削
減につながりますのでご協力をお願いします。

※知立市のフードドライブはあいちエコアクション・ポイントの対象事業です

食品引き渡しまでの流れ

対象品目　〇

•玄米（2024年産以降）

•白米（2024年産以降かつ精米後半年以内）

•缶詰（肉、魚、野菜、果物など）

•レトルト食品（カップ麺、カレーなど）

•乾物（パスタ、うどん、蕎麦、フリーズドライ食品
など）

•ギフト（お歳暮、お中元などの余剰品）

•お菓子

•調味料

•飲料（ペットボトル飲料、缶ジュースなど）

•乳幼児用食品（粉ミルク、離乳食など）

対象外　×

•賞味期限・成分表示が明記されていない食品

•賞味期限が令和８年４月３０日以前の食品
•開封されている食品

•生鮮食品（肉類・魚介類・生野菜）

•冷蔵・冷凍食品

•アルコール（みりん、料理酒は除く）

•医療用医薬品

•日本語表記のない食品

※「外箱」が開封済みでも個包装でそれぞれに賞味期
限、成分表示が明記されている場合は受付できます。


